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少額減価償却資産

Q:会社の会議室用に応接セットを購入し

ました。7万円のテーブルと4万円の椅子が

4つで、合計23万円でした。20万円未満

の減価償却資産は全額損金にしてもいいとの

ことですので、応接セットは一時に損金算入

してもよいですか。

A:税法上、取得価額が20万円未満の減

価償却資産は、少額減価償却資産として法人

がその資産を事業の用に供した事業年度にお

いて一時に損金に算入することが認められて

います。

この場合、取得価額の判定は、通常一単位

として取引される単位ごとになされます。

では「何をもって一単位とするのか」とい

うことが問題になってきます。ご質問のよう

な会議室の応接セットは、テーブルや椅子ひ

とつをとってもそれだけで機能するようにも

みえます。しかし、応接セットはあくまでも

テーブルや椅子が一そろえになって初めて

"応接セット
p夕

として取引されるため、少額

減価償却資産に該当するかどうかは、一そる

えの金額をもって判定します。

同様に、いわゆる
“

ユニット式
”

の会議用

テーブルも一そろえの金額で判定されます。

このほか、会議室にカーテンを取り付けた

場合は、通常、カーテンは部屋ごと又はカー

テンの柄ごとに購入されるので、部屋ごとあ

るいは柄ごとの取得価額といった“合理的基

準
ｳワ

に沿って判定を行っていれば、問題視さ

れることはまずありません。
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